
『北海道水資源の保全に関する条例』に基づく事前届出について 

 届出先は、土地の所在する北海道総合振興局・振興局、又は道の事務の権限移譲
市町村（上記８市町）です。 
 また、指定地域は、地域を管轄する道総合振興局・振興局、又は北海道のホーム
ページで確認できます。 
 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen.htm 
      
 問い合わせ先 北海道総合政策部政策局土地水対策課土地利用計画グループ 
        ＴＥＬ ０１１－２０４－５１７８        

 水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、 

 契約締結の３か月前までに知事への届出が必要です。                      

市 町 村 広 報 誌 文 案 

※ 提供いただける紙面スペースに応じ、上記文案を適宜縮小等の上、貴広報誌等への 
 掲載について御協力をお願いします。 

【届 出 先】 

・各総合振興局・振興局 
 地域創生部地域政策課 
 
 
・権限移譲市町村 
 稚内市、北斗市、 
 倶知安町、上富良野町、 
 下川町、枝幸町、 
 厚真町、むかわ町 

又は、 

※ 事前届出は権利譲渡者（売買の場合は売主）が行うものです。 


